
（別紙）

実施体制
・業務遂行に必要な実施体制は十分かつ適切か。

・県との連絡調整方法は具体的かつ計画的であるか。
20

類似業務の実績 ・これまで類似事業を実施した実績は十分か。 10

実施方策
・本事業の趣旨や目的を十分理解し，事業実施スケジュール
が妥当で，現実的かつ効果・効率的か。

10

内容・方法の
妥当性・独創性

・仕様書に基づいた業務内容が示されているか。

・成果目標を達成できる提案となっているか。

・事業の目的に沿った魅力ある企画か。

・仕様書に示された以外に，独自の提案がされているか。

40

その他
・情勢の変化に柔軟に対応できるか。

・全体的に事業効果が望める内容か。
20

100合計
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